
埼玉県 
 

＜報道発表資料＞ 
 

 

令和５年９月５日 

 

教職員の懲戒処分について 

 

 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和 5 年 9 月 5 日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・今成 竜太・27 歳・男性 

４ 所 属 名  久喜市立砂原小学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 5 年 3 月 7 日から令和 5 年 3 月 11 日までの間 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和5年3月7日（火曜日）午後11時00分頃、自身が自慰行為を

しているわいせつな動画を短文投稿サービス「ツイッター」に投稿し、令和5

年3月11日（土曜日）までの間、不特定多数の者が閲覧できる状態にした。 

 

 

 

 

 

 

 

● 問合せ先   

  教育局 小中学校人事課 管理指導担当 

      齋藤・黒羽 

      直通 048-830-6933 内線 6933 

      E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 

教育局 小中学校人事課 

管理指導担当 齋藤・黒羽 

直通  048-830-6933  

代表 048-824-2111 内線6933 

E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 
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